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付加価値型及び非付加価値型営業税法（以下、営

業税法）第39条の規定では、仮払営業税の還付は

輸出、固定資産の取得、会社登録抹消の場合のみ

認められています。財政部は、アメリカの関税政策

による台湾の営利事業者への影響を軽減するた

め、税還付要件を緩和しました。6月4日に「財政部

各地区国税局が営業者のアメリカ関税政策の影響

による仮払営業税の還付申請を受理する際の審査

作業原則」（以下、本作業原則）が公布されました。

税還付金額の上限はNT$30万とされています。以下

の適用要件まとめをご参照ください。

仮払営業税の還付申請要件の緩和（アメリカ関税

政策の台湾営利事業者への影響を軽減）

適用対象 1. アメリカの関税政策の影響を受けて経営困難となった営業者

2. 本作業原則公布日における営業税の税籍状況が「営業中」である営業者

適用期間 アメリカの関税政策の評価及び実施による影響期間

適用要件

(いずれか１つを

満たすこと)

1. アメリカの関税政策に対応するために、中央目的事業主務機関が提供する救

済、助成金、補償、振興措置、支援又は協力等の関連措置を受けていること。

2. アメリカの関税政策の影響を受けて営業収益が減少していること。

留意事項 1. 本作業原則により還付する仮払営業税額の累計はNT$30万を限度とする。

2. 未控除営業税累計額の相当額を営業税法の規定による追徴税額及び過料の

担保として申請する場合、当該部分の還付を申請することはできない。

一、各地区の国税局がアメリカの関税政策の影響を

受けて運営困難となった営利事業者のために、

営業税法第39条第2項但書に規定される仮払営

業税の還付申請に関して本作業原則を特別に制

定した。

二、本作業原則の適用範囲は以下の通りである。

（一）期間：アメリカの関税政策の評価及び実施によ

る影響期間

（二）対象：本作業原則公布日における営業税の税

籍状況が「営業中」である営業者
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（三）要件：前項に規定する営利事業者が以下のい

ずれかに該当する場合、仮払営業税について、

営業税法第39条第2項但書の規定に基づき、所

在地の国税局に還付を申請することができる。

本作業原則により還付する仮払営業税額の累

計はNT$30万を限度とする。また調査の結果、

税還付が許可された後、当該仮払営業税に残

額がある場合、仮受営業税からの控除に充当

する。

1. アメリカの関税政策に対応するために、中央

目的事業主務機関が提供する救済、助成

金、補償、振興措置、支援又は協力等の関

連措置を受けていること。

2. その他アメリカの関税政策の影響を受けて

営業収益が減少していること。

三、営業者が未控除営業税累計額の相当額を営業

税法の規定による追徴税額及び過料の担保とし

て申請する場合、当該部分の還付申請はできな

い。
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